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和歌山市教育機関支援等基金条例を公布する。 

令和７年９月２９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３０号 

和歌山市教育機関支援等基金条例 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１５項の規定による認定を受けた和歌山市

まち・ひと・しごと創生推進計画に記載のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（同法第１３条の

３の寄附について同条の規定による課税の特例の適用があるものに限る。）のうち、本市と連携し、

協力する教育機関等の支援及び教育関連事業の推進に要する経費の財源に充てるため、和歌山市教

育機関支援等基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、処分することがで

きる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和７年９月２９日掲示済）
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和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３１号 

和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例 

和歌山市印鑑条例（昭和４７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める。 

附 則 

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（

令和７年法律第４６号）の施行の日から施行する。 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３２号 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基 

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第５１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表２の項を削り、同表３の項中「身体障害者手帳関係情報」を「身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報（以下「身体障害者

手帳関係情報」という。）」に、「精神障害者保健福祉手帳関係情報」を「精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害

の程度に関する情報（以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。）」に改め、同項を同表２

の項とし、同表４の項を同表３の項とし、同表５の項中「児童扶養手当法」の次に「（昭和３６年法

律第２３８号）」を加え、同項を同表４の項とし、同表６の項を同表５の項とし、同表７の項中「介

護保険法」の次に「（平成９年法律第１２３号）」を加え、「年金給付関係情報」を「国民年金法（

昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号

）、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料

の徴収に関する情報」に改め、同項を同表６の項とし、同表８の項中「特別児童扶養手当等の支給に

関する法律」の次に「（昭和３９年法律第１３４号）」を加え、同項を同表７の項とし、同表９の項

を同表８の項とし、同表中１０の項から１４の項までを１項ずつ繰り上げる。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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和歌山市立中学校給食センター条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３３号 

和歌山市立中学校給食センター条例 

（設置）  

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に

基づき、和歌山市立中学校における給食の調理等に関する業務を処理するため、中学校給食セン

ター（以下「給食センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

和歌山市立中学校給食センター 和歌山市西浜１６６０番地の４０１ 

（管理） 

第３条 給食センターは、教育委員会が管理する。 

（職員） 

第４条 給食センターに、センター長その他の必要な職員を置く。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

（令和７年９月２９日掲示済） 
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に、                   を 
昭和３９年度   簡耐平家   

 簡耐２階 

 

昭和４０年度   簡耐平家   

 簡耐２階 

 

和歌山市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３４号 

和歌山市営住宅条例の一部を改正する条例 

和歌山市営住宅条例（平成９年条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項第１号中「連帯保証人」を「者であって、緊急時に第６１条第１項の市営住宅監

理員及び入居者と連絡ができる者（第３項において「緊急連絡人」という。）」に改め、同条第３項

中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改める。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に連帯保証人になった者の保証契約に係る保証債務については、なお従前

の例による。 

（令和７年９月２９日掲示済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３９年度 簡耐平家 

 簡耐２階 

 中層耐火 

昭和４０年度 簡耐平家 

 簡耐２階 

 中層耐火 

別表第３今福西の項を削り、同表岡崎の項中          

「 

」 

「 

「

  

「 

」 

」 

に改める。 

を 

」 
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和歌山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３５号 

和歌山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

和歌山市特定公共賃貸住宅条例（平成８年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項第１号中「連帯保証人」を「者であって、緊急時に第２２条第１項の住宅監理員

及び入居者と連絡ができる者（第３項において「緊急連絡人」という。）」に改め、同条第３項中「

連帯保証人」を「緊急連絡人」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に連帯保証人になった者の保証契約に係る保証債務については、なお従前

の例による。 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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和歌山市改良住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３６号 

和歌山市改良住宅条例の一部を改正する条例 

 和歌山市改良住宅条例（平成９年条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項中「連帯保証人」を「者であって、緊急時に改良住宅監理員（第２７条第１項の規定

により準用する市営住宅条例第６１条第１項の規定により任命されたものをいう。）及び入居者と連

絡ができる者（次項及び第１７条第１項第１号において「緊急連絡人」という。）」に改め、同条第

２項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改める。 

 第１７条第１項第１号中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に連帯保証人になった者の保証契約に係る保証債務については、なお従前

の例による。 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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和歌山市工業用水道条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３７号 

和歌山市工業用水道条例の一部を改正する条例 

 和歌山市工業用水道条例（昭和３０年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条第２号を次のように改める。 

（２）責任消費水量制 

基本料金 責任消費水量１立方メートルにつき １３円６４銭 

従量料金 責任消費水量以下で使用した水量１立方メートルにつき ４円４０銭 

超過料金 責任消費水量を超えて使用した水量１立方メートルにつき ２７円５０銭 

ただし、従量料金の１月最低額は、１日当たり１５立方メートルに相当する額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年１２月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２２条第２号の規定は、令和８年１月１日以後に行うメーターの点検

に係る料金から適用し、同日前に行ったメーターの点検に係る料金については、なお従前の例に

よる。 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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和歌山市水道事業給水条例等の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３８号 

和歌山市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

 （和歌山市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 和歌山市水道事業給水条例（昭和３６年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、管理者が必要と認めるときは、

他の水道事業者から法第１６条の２第１項の指定を受けた者が給水装置工事を施行することが

できる。この場合において、第２項の規定を準用する。 

第３１条第１項第１号及び第２号中「第１０条第２項」の次に「（同条第４項において準用す

る場合を含む。）」を加える。 

 （和歌山市下水道条例の一部改正） 

第２条 和歌山市下水道条例（昭和５９年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「除く。」の次に「以下この項において同じ。」を加え、同項に次のただし書

を加える。 

  ただし、災害その他非常の場合において、他の公共下水道管理者の指定を受けた者に、排水

設備等の新設等の工事を行わせる必要があると管理者が認めるときは、この限りでない。 

（和歌山市農業及び漁業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第３条 和歌山市農業及び漁業集落排水処理施設条例（平成１２年条例第１３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、管理者が必要と認めるとき

は、他の公共下水道管理者（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定する公

共下水道管理者をいう。）から指定を受けた者が排水設備の新設等を行うことができる。 

（和歌山市地域汚水処理施設条例の一部改正） 

第４条 和歌山市地域汚水処理施設条例（平成１９年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第７条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、市長が必要と認めるときは、

他の公共下水道管理者（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定する公共下

水道管理者をいう。）から指定を受けた者が排水設備の新設等を行うことができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和７年９月２９日掲示済） 
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 和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３９号 

和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例 

和歌山市議会委員会条例（昭和４２年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項ただし書を削り、同条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、常任委員とならないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、監査委員として地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２３３条第２項の審査を行った者は、当該審査の対象となった決算について常任委員

会で審査する間、当該常任委員会の委員とならないものとする。 

第２０条中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）」を「法」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和７年９月２９日掲示済） 
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和歌山市予防接種費の助成に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年９月２６日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第７０号 

和歌山市予防接種費の助成に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市予防接種費の助成に関する規則（平成１９年規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第４号中「３，０００円」を「５，０００円」に改め、同条第２項第２号中「。以下

「政令」という。」を削り、同条第３項中「、同項第３号から第５号までの規定中「３，０００円」

とあり」を「、同項第３号中「３，０００円」とあり、同項第４号中「５，０００円」とあり、同項

第５号中「３，０００円」とあり」に改める。 

 別表第１中「コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチン（令和３年２月１４日に医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以

下「法」という。）第１４条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２オミクロン株ＪＮ．

１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）、コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク

チン（令和３年５月２１日に法第１４条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２オミク

ロン株ＪＮ．１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）、組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ－Ｃｏ

Ｖ－２）ワクチン（令和４年４月１９日に法第１４条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ－Ｃｏ

Ｖ－２オミクロン株ＪＮ．１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）、コロナウイルス（ＳＡＲＳ

－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチン（令和５年８月２日に法第１４条の承認を受けたものであって、ＳＡ

ＲＳ－ＣｏＶ－２オミクロン株ＪＮ．１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）又はコロナウイル

ス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチン（令和５年１１月２８日に法第１４条の承認を受けたも

のであって、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２オミクロン株ＪＮ．１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）

」を「新型コロナウイルス感染症に係る省令第２４条各号に掲げるワクチン」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

（令和７年９月２６日掲示済） 
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 和歌山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第７１号 

和歌山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市営住宅条例施行規則（平成９年規則第１０６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、「。次項において「入居決定者等」とい

う。」を削り、「印鑑登録を受けている印鑑により押印」を「押印（入居決定者にあっては、印鑑登

録を受けている印鑑に限る。）」に改め、同条第３項中「入居決定者等に係る」を削り、同項各号を

次のように改める。 

（１）入居決定者の印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

（２）緊急連絡人がある場合にあっては緊急連絡人の住民票の写し 

第７条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第３号中「確実な保証能力を有す

る者」を「成人している者」に改め、同条第４号中「独立の生計を営む者」を「入居者又は入居決定

者と住所が異なる者」に改める。 

第８条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第１項中「連帯保証人の」を「緊

急連絡人の」に、「連帯保証人が」を「緊急連絡人が」に、「連帯保証人を」を「緊急連絡人を」に、

「市営住宅連帯保証人変更届出書」を「市営住宅緊急連絡人変更届出書」に、「に係る第６条第３項

各号に掲げる書類」を「の住民票の写し」に改め、同条第２項中「連帯保証人の」を「緊急連絡人の

」に、「市営住宅連帯保証人住所、氏名変更届出書」を「市営住宅緊急連絡人住所、氏名変更届出書

」に改める。 

第２２条第５項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改める。 

別記様式第５号から別記様式第７号までを次のように改める。 
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別記様式第５号（第６条関係） 

（左面） 

 

請 書 

年  月  日   

 （宛先）和歌山市長 

入 居 者 現 住 所            

氏 名         実印   

生年月日  年  月  日   

 

緊急連絡人 現 住 所            

氏 名          印 

生年月日  年  月  日   

  電話番号            

 

 入居者は、次の市営住宅に入居中は、和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則

の規定並びに右記事項を堅く守ることを緊急連絡人との連署をもって誓約します。 

市 営

住 宅 

所 在 地   

名 称   

建設年 度       年度 

構 造   

番 号       棟    階    号 

家 賃 月 額 
毎年度、入居者からの収入の申告に基づき和歌山市営住宅条例の規

定により算出した額とする。 

入居時の家賃月額            円（  年  月から  年  月まで） 

敷 金            円（入居時の家賃３月分に相当する額） 

 

添付書類 

 １ 入居者の印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

 ２ 緊急連絡人の住民票の写し 
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(右面) 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において

維持します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 市営住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び入

居者の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとともに、共益費

等の滞納など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 毎年度、和歌山市営住宅条例第１３条で定めるところにより、市長に対し、入居者及び

同居者の収入を申告します。 

 ７ 和歌山市営住宅条例第２７条の規定により収入超過者と認定された場合には、市営住宅

を明け渡すように努めます。 

 ８ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）市営住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）市営住宅の模様替え又は増築をするとき。 

 ９ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

（１）市営住宅に入居したとき。 

（２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去(死亡を含む。)したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更があっ

たとき。 

 （５）市営住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）市営住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）市営住宅を明け渡すとき。 

 １０ 市営住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等

その他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 １１ 和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則の規定並びに上記の事項に違反

したときは、市営住宅監理員等（和歌山市営住宅条例第６１条第１項に規定する市営住宅

監理員その他の市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う者をいう。）が緊急連絡

人に対して、当該違反した事実に関する情報の提供を行うことに異議はありません。 

  

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則の規定並びに上記の入居

者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是正措置及びその指導に協力

します。 

 ２ 入居者が和歌山市営住宅条例第３９条に規定する返還の手続を行わずに市営住宅を立ち

退いたときは、市営住宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 

 



           和歌山市公報（号外第１１号） 令和７年（２０２５年）９月２９日 

 

－17－ 

別記様式第６号（第８条関係） 

（表面） 

市営住宅緊急連絡人変更届出書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市長 

 

市営住宅 

の 名 称 

及び番号 

 

入居者氏名            ㊞ 

 

緊急連絡人を変更したいので、次のとおり届け出ます。 

なお、和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則の規定並びに裏面に記載の

入居者の遵守事項に違反したときは、市営住宅監理員等（和歌山市営住宅条例第６１条第

１項に規定する市営住宅監理員その他の市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う

者をいう。）が緊急連絡人に対して、当該違反した事実に関する情報の提供を行うことに

異議はありません。 

 

新たに緊急連絡人となる者 
住 所 

氏 名            ㊞ 

 

緊 急 

連絡人 

新 

住所  

 

氏名  入居者との関係  

生年月日  

電話番号  

旧 
住所  

氏名  

変 更 理 由  

 

添付書類 新たに緊急連絡人となる者の住民票の写し 
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(裏面) 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に

おいて維持します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 市営住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

及び入居者の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとと

もに、共益費等の滞納など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 毎年度、和歌山市営住宅条例第１３条で定めるところにより、市長に対し、入居

者及び同居者の収入を申告します。 

 ７ 和歌山市営住宅条例第２７条の規定により収入超過者と認定された場合には、市

営住宅を明け渡すように努めます。 

 ８ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）市営住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）市営住宅の模様替え又は増築をするとき。 

 ９ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

（１）市営住宅に入居したとき。 

（２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去(死亡を含む。)したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更

があったとき。 

 （５）市営住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）市営住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）市営住宅を明け渡すとき。 

 １０ 市営住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取

替え等その他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 １１ 和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則の規定並びに上記の事項

に違反したときは、市営住宅監理員等（和歌山市営住宅条例第６１条第１項に規定

する市営住宅監理員その他の市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う者を

いう。）が緊急連絡人に対して、当該違反した事実に関する情報の提供を行うこと

に異議はありません。 

 

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市営住宅条例及び和歌山市営住宅条例施行規則の規定並びに上記

の入居者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是正措置及びそ

の指導に協力します。 

 ２ 入居者が和歌山市営住宅条例第３９条に規定する返還の手続を行わずに市営住宅

を立ち退いたときは、市営住宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 
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別記様式第７号（第８条関係） 

市営住宅緊急連絡人 
住 所 

氏 名 
変更届出書 

年  月  日   

  

（宛先）和歌山市長 

  

  

市営住宅

の 名 称 

及び番号 

  

入居者氏名           

  

 緊急連絡人の 
住 所 

氏 名 
が変更しましたので、次のとおり届け出ます。 

緊 急 連 絡 人 氏 名   

住

所 

旧   

新   

氏

名 

旧   

新   

変 更 年 月 日       年    月    日 
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   附 則 

 （施行規則） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に入居した者に係る連帯保証人に関する変更手続及び連帯保証人になった

者の資格については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に市営住宅に入居している者であって家賃その

他の債務に滞納がないものは、連帯保証人に代えてこの規則による改正後の第７条各号に掲げる資

格を有する緊急連絡人を新たに定め、また、連帯保証人を緊急連絡人の地位に変更し、この規則に

よる改正後の別記様式第６号にその者の住民票の写しを添えて市長に届けることができる。 

（和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

４ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

  別表和歌山市営住宅条例施行規則の項中「、別記様式第７号」を削る。 

（令和７年９月２９日掲示済） 
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 和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第７２号 

和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則（平成８年規則第６２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、「。次項において「入居決定者等」とい

う。」を削り、「印鑑登録を受けている印鑑により押印」を「押印（入居決定者にあっては印鑑登録

を受けている印鑑に限る。）」に改め、同条第３項中「入居決定者等に係る」を削り、同項各号を次

のように改める。 

（１）入居決定者の印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

（２）緊急連絡人がある場合にあっては緊急連絡人の住民票の写し 

第７条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第３号中「確実な保証能力を有す

る者」を「成人している者」に改め、同条第４号中「独立の生計を営む者」を「入居者又は入居決定

者と住所が異なる者」に改める。 

第８条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第１項中「連帯保証人の」を「緊

急連絡人の」に、「連帯保証人が」を「緊急連絡人が」に、「連帯保証人を」を「緊急連絡人を」に、

「特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届出書」を「特定公共賃貸住宅緊急連絡人変更届出書」に、「に

係る第６条第３項各号に掲げる書類」を「の住民票の写し」に改め、同条第２項中「連帯保証人の」

を「緊急連絡人の」に、「特定公共賃貸住宅連帯保証人住所、氏名変更届出書」を「特定公共賃貸住

宅緊急連絡人住所、氏名変更届出書」に改める。 

別記様式第３号及び別記様式第４号を次のように改める。 
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別記様式第３号（第６条関係） 

（左面） 

 

請     書 

年  月  日   

 （宛先）和歌山市長 

 

入 居 者 現 住 所           

氏 名         実印 

生年月日   年  月  日          

 

             緊急連絡人 現 住 所                   

氏 名         印 

生年月日   年  月  日         

                   電話番号                      

 

 入居者は、次の特定公共賃貸住宅に入居中は、和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和

歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定並びに右記事項を堅く守ることを緊急連絡

人との連署をもって誓約します。 

特 定 公 共

賃 貸 住 宅 

所 在 地   

名 称   

番 号       棟     階      号 

家 賃 月 額 円                 

敷 金 円(入居時の家賃３月分に相当する額)  

 

添付書類 

１ 入居者の印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

２ 緊急連絡人の住民票の写し 
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（右面） 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態

において維持します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 特定公共賃貸住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修

繕及び入居者の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとともに、

共益費等の滞納など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築をするとき。 

 ７ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

 （１）特定公共賃貸住宅に入居したとき。 

 （２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去（死亡を含む。）したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更があ

ったとき。 

 （５）特定公共賃貸住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）特定公共賃貸住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）特定公共賃貸住宅を明け渡すとき。 

 ８ 特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取

替え等その他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 ９ 和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定並び

に上記の事項に違反したときは、住宅監理員等（和歌山市特定公共賃貸住宅条例第２２条

第１項に規定する住宅監理員その他の特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務

を行う者をいう。）が緊急連絡人に対して、当該違反した事実に関する情報の提供を行う

ことに異議はありません。 

 

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の

規定並びに上記の入居者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是正措

置及びその指導に協力します。 

 ２ 入居者が和歌山市特定公共賃貸住宅条例第２３条に準用する和歌山市営住宅条例（平成

９年条例第６８号）第３９条に規定する返還の手続を行わずに特定公共賃貸住宅を立ち退

いたときは、特定公共賃貸住宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 
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別記様式第４号（第８条関係） 

 

（表面） 

特定公共賃貸住宅緊急連絡人変更届出書 

年  月  日 

 （宛先）和歌山市長 

 

特 定 公 共

賃 貸 住 宅

の 名 称

及 び 番 号 

 

 入居者氏名          ㊞ 

 

 緊急連絡人を変更したいので、次のとおり届け出ます。 

 なお、和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規

定並びに裏面に記載の入居者の遵守事項に違反したときは、住宅監理員等（和歌山市特定

公共賃貸住宅条例第２２条第１項に規定する住宅監理員その他の特定公共賃貸住宅及び共

同施設の管理に関する事務を行う者をいう。）が緊急連絡人に対して、当該違反した事実

に関する情報の提供を行うことに異議はありません。 

新たに緊急連絡人となる者 
住 所 

氏 名                ㊞ 

 

緊急連絡人 

新 

住 所  

 

氏 名  入居者との関係  

生年月日  

電話番号  

旧 
住 所  

氏 名  

変 更 理 由  

 

添付書類 新たに緊急連絡人となる者の住民票の写し 
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(裏面) 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状

態において維持します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 特定公共賃貸住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な

修繕及び入居者の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとと

もに、共益費等の滞納など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築をするとき。 

 ７ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

（１）特定公共賃貸住宅に入居したとき。 

（２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去(死亡を含む。)したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更があ

ったとき。 

 （５）特定公共賃貸住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）特定公共賃貸住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）特定公共賃貸住宅を明け渡すとき。 

 ８ 特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの

取替え等その他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 ９ 和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定並

びに上記の事項に違反したときは、住宅監理員等（和歌山市特定公共賃貸住宅条例第２

２条第１項に規定する住宅監理員その他の特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関す

る事務を行う者をいう。）が緊急連絡人に対して、当該違反した事実に関する情報の提

供を行うことに異議はありません。 

 

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市特定公共賃貸住宅条例及び和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則

の規定並びに上記の入居者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是

正措置及びその指導に協力します。 

 ２ 入居者が和歌山市特定公共賃貸住宅条例第２３条に準用する和歌山市営住宅条例（平

成９年条例第６８号）第３９条に規定する返還の手続を行わずに特定公共賃貸住宅を立

ち退いたときは、特定公共賃貸住宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 
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別記様式第６号を次のように改める。
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別記様式第６号（第８条関係） 

特定公共賃貸住宅緊急連絡人 
住 所 

氏 名 
変更届出書 

年  月  日   

  

 （宛先）和歌山市長 

  

  

特 定 公 共 

賃 貸 住 宅  

の 名 称 

及 び 番 号 

入 居 者 氏 名    

 緊急連絡人の  
住 所 

氏 名 
が変更しましたので、次のとおり届け出ます。 

緊急連絡人氏名   

住

所 

旧   

新   

氏

名 
旧   

新   

変 更 年 月 日        年   月   日 
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   附 則 

 （施行規則） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に入居した者に係る連帯保証人に関する変更手続及び連帯保証人になった

者の資格については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅に入居している者であって

家賃その他の債務に滞納がないものは、連帯保証人に代えてこの規則による改正後の第７条各号に

掲げる資格を有する緊急連絡人を新たに定め、また、連帯保証人を緊急連絡人の地位に変更し、こ

の規則による改正後の別記様式第４号にその者の住民票の写しを添えて市長に届けることができる。 

（和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

４ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

  別表和歌山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の項中「、別記様式第６号」を削る。 

（令和７年９月２９日掲示済）
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 和歌山市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第７３号 

   和歌山市改良住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市改良住宅条例施行規則（平成９年規則第１０９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、「。次項において「入居決定者等」とい

う。」を削り、「印鑑登録を受けている印鑑により押印」を「押印（入居決定者にあっては、印鑑登

録を受けている印鑑に限る。）」に改め、同条第３項中「入居決定者等に係る」を削り、同項各号を

次のように改める。 

（１）入居決定者の印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

（２）緊急連絡人がある場合にあっては緊急連絡人の住民票の写し 

第６条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第３号中「確実な保証能力を有す

る者」を「成人している者」に改め、同条第４号中「独立の生計を営む者」を「入居者又は入居決定

者と住所が異なる者」に改める。 

第７条の見出し中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め、同条第１項中「連帯保証人の」を「緊

急連絡人の」に、「連帯保証人が」を「緊急連絡人が」に、「連帯保証人を」を「緊急連絡人を」に、

「改良住宅連帯保証人変更届出書」を「改良住宅緊急連絡人変更届出書」に、「に係る第５条第３項

各号に掲げる書類」を「の住民票の写し」に改め、同条第２項中「連帯保証人の」を「緊急連絡人の

」に、「改良住宅連帯保証人住所、氏名変更届出書」を「改良住宅緊急連絡人住所、氏名変更届出書

」に改める。 

別記様式第５号から別記様式第７号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           和歌山市公報（号外第１１号） 令和７年（２０２５年）９月２９日 

 

－30－ 

別記様式第５号（第５条関係） 

（左面） 

 

請 書 

年  月  日   

 （宛先）和歌山市長 

  入 居 者  現 住 所           

 氏 名        実印 

生年月日   年  月  日 

 

緊急連絡人 現 住 所             

氏 名         印   

生年月日   年  月  日   

                             電話番号               

 

 入居者は、次の改良住宅及び店舗に入居中は、和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅

条例施行規則の規定並びに右記事項を堅く守ることを緊急連絡人との連署をもって誓約します。 

改 良

住 宅 

所 在 地   

名 称   

建設年 度       年度 

構 造   

番 号       棟    階    号 

家 賃 月 額 

毎年度、入居者からの収入の申告に基づき和歌山市改良住宅条例の

規定により算出した額とする。ただし、店舗については、同条例別表そ

の２に定めるところによる。 

入居時の家賃月額            円（  年  月から  年  月まで） 

敷 金            円（入居時の家賃３月分に相当する額） 

添付書類 

 １ 入居者印鑑登録証明書並びに固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

 ２ 緊急連絡人の住民票の写し 
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（右面） 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 改良住宅及び地区施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において

維持します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 改良住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び入

居者の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとともに、共益費

等の滞納など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 毎年度、和歌山市改良住宅条例第２０条で定めるところにより、市長に対し、入居者及

び同居者の収入を申告します。 

 ７ 和歌山市改良住宅条例第２３条の規定により収入超過者と認定された場合には、改良住

宅を明け渡すように努めます。 

 ８ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）改良住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）改良住宅の模様替え又は、増築をするとき。 

 ９ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

（１）改良住宅に入居したとき。 

（２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去（死亡を含む。）したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更があ

ったとき。 

 （５）改良住宅又は地区施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）改良住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）改良住宅を明け渡すとき。 

 １０ 改良住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等

その他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 １１ 和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅条例施行規則の規定並びに上記の事項に

違反したときは、改良住宅監理員等（和歌山市改良住宅条例第８条の改良住宅監理員その

他の改良住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う者をいう。）が緊急連絡人に対して、

当該違反した事実に関する情報の提供を行うことに異議はありません。 

 

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅条例施行規則の規定並びに上記の

入居者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是正措置及びその指導に

協力します。 

 ２ 入居者が和歌山市改良住宅条例第２７条において準用する和歌山市営住宅条例（平成９

年条例第６８号）第３９条に規定する返還の手続を行わずに改良住宅を立ち退いたときは、

改良住宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 
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別記様式第６号（第７条関係） 

（表面） 

改良住宅緊急連絡人変更届出書 

年  月  日 

 （宛先）和歌山市長 

 

改 良 住 宅

の 名 称

及 び 番 号 

 

入居者氏名           ㊞ 

  緊急連絡人を変更したいので、次のとおり届け出ます。 

  なお、和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅条例施行規則並びに裏面に記載の入居

者の遵守事項に違反したときは、改良住宅監理員等（和歌山市改良住宅条例第８条の改良住

宅監理員その他の改良住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う者をいう。）が緊急連絡

人に対して、当該違反した事実に関する情報の提供を行うことに異議はありません。 

 

新たに緊急連絡人となる者 住 所 

氏 名            ㊞ 

 

緊急連絡人 

新 

住 所  

 

氏 名  入居者との関係  

生年月日  

電話番号  

旧 
住 所  

氏 名  

変 更 理 由  

添付書類 新たに緊急連絡人となる者の住民票の写し 
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（裏面） 

 

○入居者の遵守事項 

 １ 改良住宅及び地区施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持

します。 

 ２ 毎月分の家賃を納入期限までに納付します。 

 ３ 周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしません。 

 ４ 団地内において、犬、猫その他の鳥獣類を飼育しません。 

 ５ 改良住宅の畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び入居者

の責に帰するべき事由によって生じた修繕の費用は、自ら負担するとともに、共益費等の滞納

など入居者の共同の利益に反する行為をしません。 

 ６ 毎年度、和歌山市改良住宅条例第２０条で定めるところにより、市長に対し、入居者及び同

居者の収入を申告します。 

 ７ 和歌山市改良住宅条例第２３条の規定により収入超過者と認定された場合には、改良住宅を

明け渡すように努めます。 

 ８ 次に掲げるときは、あらかじめ市長の承認を得ます。 

 （１）同居を認められた者以外の者を同居させるとき。 

 （２）改良住宅の一部を他の用途に併用するとき。 

 （３）改良住宅の模様替え又は、増築をするとき。 

 ９ 次に掲げるときは、市長に届け出ます。 

（１）改良住宅に入居したとき。 

（２）緊急連絡人を変更するとき。 

 （３）緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったとき。 

 （４）同居者が退去（死亡を含む。）したとき又は入居者若しくは同居者に氏名の変更があった

とき。 

 （５）改良住宅又は地区施設に滅失、損傷等の事故が発生したとき。 

 （６）改良住宅を１５日以上使用しないとき。 

 （７）改良住宅を明け渡すとき。 

 １０ 改良住宅を明け渡すときは、畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等その

他必要な修繕を行い、市長が指定する職員の検査を受けます。 

 １１ 和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅条例施行規則の規定並びに上記の事項に違反

したときは、改良住宅監理員等（和歌山市改良住宅条例第８条の改良住宅監理員その他の改良

住宅及び共同施設の管理に関する事務を行う者をいう。）が緊急連絡人に対して、当該違反し

た事実に関する情報の提供を行うことに異議はありません。 

 

○緊急連絡人の責務 

 １ 入居者が和歌山市改良住宅条例及び和歌山市改良住宅条例施行規則の規定並びに上記の入居

者の遵守事項に違反した場合には、市又は指定管理者が行う是正措置及びその指導に協力しま

す。 

 ２ 入居者が和歌山市改良住宅条例第２７条において準用する和歌山市営住宅条例（平成９年条

例第６８号）第３９条に規定する返還の手続を行わずに改良住宅を立ち退いたときは、改良住

宅の明渡しに必要なことについて市に協力します。 
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別記様式第７号（第７条関係） 

改良住宅緊急連絡人 
住 所 

氏 名 
変更届出書 

年  月  日   

  （宛先）和歌山市長     

  

改 良 住 宅

の 名 称

及 び 番 号 

入居者氏名  

  

      

 緊急連絡人の 
住  所 

氏  名 
が変更しましたので、次のとおり届け出ます。 

緊急連絡人氏名   

住

所 

旧   

新   

氏

名 

旧   

新   

変 更 年 月 日       年   月   日 
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附 則 

 （施行規則） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に入居した者に係る連帯保証人に関する変更手続及び連帯保証人に

なった者の資格については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に改良住宅に入居している者であって家

賃その他の債務に滞納がないものは、連帯保証人に代えてこの規則による改正後の第６条各

号に掲げる資格を有する緊急連絡人を新たに定め、また、連帯保証人を緊急連絡人の地位に

変更し、この規則による改正後の別記様式第６号にその者の住民票の写しを添えて市長に届

けることができる。 

（和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

４ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２

８号）の一部を次のように改正する。 

  別表和歌山市改良住宅条例施行規則の項中「、別記様式第７号」を削る。 

（令和７年９月２９日掲示済）   
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和歌山市告示第３０１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年９月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年９月６日及び同月１２日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年９月４日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年９月２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年９月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第３０２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年９月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び弘西公園 令和７年９月４日、同月５日、同月８日及び同月１２

日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年９月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第３０３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年９月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年９月１８日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年６月２日、同月７日及び同

月１３日 

令和７年６月１８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年６月１２日 令和７年６月１８日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年６月１２日 令和７年６月１８日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場、太田第一公園、

城東公園及び雑賀連絡所 

令和７年６月２日、同月４日、同月

５日、同月６日及び同月１２日 

令和７年６月１８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００

（令和７年９月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第３０４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和７年９月１８日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（別紙省略） 

（令和７年９月１８日掲示済） 

年度 期別 種別 備考 

令和７年度 

 

随時第４期 

  第１期 

  第２期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和７年９月３０日に変

更する。 



           和歌山市公報（号外第１１号） 令和７年（２０２５年）９月２９日 

 

－40－ 

和歌山市告示第３０５号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和７年９月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和７年９月２２日掲示済） 
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－41－ 

和歌山市告示第３０６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和７年９月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和７年１０月９日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年９月２２日掲示済）  
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－42－ 

和歌山市告示第３０７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

９月２６日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年９月２６日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３４－２ 一里山大垣内線 

和歌山市新庄４８３番１３地先 

      ～ 

和歌山市新庄４８３番１６地先 

旧 ２７．８１ ３．６ 

新 ２７．８１ ６．０ 

（令和７年９月２６日掲示済）  
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－43－ 

和歌山市告示第３０８号 

  令和７年９月２６日市議会定例会において議決された令和７年度補正予算の要領を、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

    令和７年９月２９日 

                                        

 和歌山市長  尾 花 正 啓 

（令和７年９月２９日掲示済）  
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－44－ 

和歌山市告示第３０９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

（別紙省略） 

（令和７年９月２９日掲示済）  

 

  

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第４期の納期は、 

令和７年１０月９日に変更する。 

令和６年度 

 

介護保険料納入通知書（特別徴収）  
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－45－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市榎原字西塩田２３２番５、里道 

和歌山市本町二丁目９番地 

ＪＰ ＰＡＬ株式会社 

代表取締役 根來 睦 

（令和７年９月１９日掲示済） 
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－46－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年９月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市小倉字中萱枠８０番２の一部、８１番

２、８２番２の一部 

和歌山市太田二丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 

代表取締役 𠮷田梨絵 

 （令和７年９月２２日掲示済） 
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－47－ 

公 告 

和歌山市磯の浦の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）に

よる地籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年９月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年９月２４日から１０月１４日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 磯の浦自治会館 集会所（和歌山市磯の浦６４－１）及び和歌山市役所地籍調

査課（和歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、そ

の旨の申出をすることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、磯の浦自治会館 集会所においては令和７年９月２４日から１０月１日までの間

（９月２８日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所地籍調査

課においては令和７年１０月２日から同月１４日までの間（１０月４日、同月５日、同月１

１日、同月１２日及び同月１３日を除く。）、午前９時から午後５時までとする。 

（令和７年９月２４日掲示済） 
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－48－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年９月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市木ノ本字前田２４７番１、２４８番

１、２４８番３、里道 

和歌山市中之島１５１８番地 中之島８０１ビル５階 

 ヤマイチエステート株式会社 代表取締役 山田 茂 

（令和７年９月２４日掲示済） 
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－49－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第５４号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年９月２５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和７年１０月１日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 裁判員候補者予定者名簿を調製するについて 

（３） 検察審査員候補者予定者名簿を調製するについて 

                            （令和７年９月２５日掲示済） 
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－50－ 

和歌山市教育委員会告示第１２号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年９月２６日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和７年１０月１日（水） 午後６時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）９月定例市議会について 

（２）第三次和歌山市子供読書活動推進計画の策定について 

（３）令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項について 

（４）令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）について 

（５）令和７年度和歌山市教育功労者表彰について 

（６）令和７年度和歌山市川端龍子賞等の選考委員について 

（７）その他

（令和７年９月２６日掲示済）  

 

 

 

 


